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ゼンターリ顆水 ＢＴ 普 A *d 4 ◎

トレボン乳 合ピレ 普 B 14 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

トレボン粉ＤＬ 合ピレ 普 B 14 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

カルホス粉 有機リン 普 B *b 1 だ だ

ダイアジノン粒3 有機リン 普 Bs *b 1 ◎ ◎ ◎

ＶＣ粉3 有機リン 普 B *b 1 ◎

キヒゲンR-2FL 有機硫黄 普 C *a 1 ◎

石灰窒素
*2 他 普 B *c 1 ◎

粉衣用ノマート25
有機リン・有
機硫黄

劇 C *a 1 ◎

粉衣用ペアーカスミ
ン

有機リン・抗
生物質・有機
硫黄

劇 C *a 1 あ

豆類(種実)
*1
(作物群登録)

(豆類の登録農薬も使用できる。豆類(未成熟)の登録農薬は使用不可)

*1:豆類(種実)…あずき(大納言)、いんげんまめ(いんげん、きんときまめ、とらまめ、うずらま
め)、えんどうまめ、ささげ、そらまめ、だいず、なたまめ、ふじまめ、べにばないんげん、
らっかせい(なんきんまめ、ピーナッツ)
「適応作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事
前に薬害の有無を十分に確認してから使用すること。なお、農業改良普及センター、病害虫防除
所等関係機関の指導を受けることが望ましい。」
※豆類には、農薬取締法上、「豆類」「豆類(種実)」「豆類(未成熟)」の３の作物群がある。
　「豆類」は種実を食用とするマメ科作物全般、「豆類(種実)」は種子が硬くなってから収穫
　利用するもの、「豆類(未成熟)」は種子が未熟なうちに収穫利用するものである。

*2:商品によって登録内容が異なる場合があるので注意する
*a:播種前　*b:播種時　*c:播種前又は植付前　*d:発生初期(但し収穫前日まで)
い:いんげんまめ　だ:だいずを除く　あ：だいず、あずき、いんげんまめを除く


